
医 第 1811 号   
令和３年７月 28 日   

 

 各保健所設置市衛生主管部（局）長 殿 

   

 

神奈川県健康医療局保健医療部医療課長 

                   （公  印  省  略） 

 
 

臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の 

公布について（依頼） 

 

 

  本県の保健医療行政の推進につきましては、日頃からご理解、ご協力をい

ただきお礼申し上げます。 

標記のことについて、令和３年７月９日付医政発 0709 第７号により、厚生

労働省医政局長から通知がありましたので、貴市所管医療機関に周知くださ

いますようお願いします。 

なお、裏面に記載の関係団体には別途依頼済みであることを申し添えます。 

 

 

 

問合せ先 

法人指導グループ 嶋﨑 

電話(045)210-1111 内線 4870 

 

                   

 

 

 
 



通知済み関係団体(各会会員に周知依頼済み) 
公益社団法人神奈川県医師会 

公益社団法人神奈川県歯科医師会 

公益社団法人神奈川県病院協会 

一般社団法人神奈川県精神科病院協会 
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医政発０７０９第７号 

令 和 ３ 年 ７ 月 ９ 日 

 

    

各都道府県知事 殿 

    

 

厚 生 労 働 省 医 政 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について 

 

令和３年５月 28 日付けで公布された「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保

を推進するための医療法等の一部を改正する法律」（令和３年法律第 49 号。以下「改正法」

という。）により、診療放射線技師法（昭和 26 年法律第 226 号）、臨床検査技師等に関する

法律（昭和 33年法律第 76 号）、臨床工学技士法（昭和 62年法律第 60号）が改正され、令和

３年 10 月１日より施行されることとなっている。これに伴い、「診療放射線技師法施行規則

等の一部を改正する省令」（令和３年厚生労働省令第 119 号。以下「改正省令」という。）、

「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改

正する法律附則第 13 条第１項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研修」（令和３年厚生

労働省告示第 273号。以下「告示第 273号」という。）、「良質かつ適切な医療を効率的に提

供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律附則第 14 条第１項の規定

に基づき厚生労働大臣が指定する研修」（令和３年厚生労働省告示第 274 号。以下「告示第   

274 号」という。）及び「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するため

の医療法等の一部を改正する法律附則第 15 条第１項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する

研修」（令和３年厚生労働省告示第 275号。以下「告示第 275号」という。）が本日付けで公

布されたところである。 

また、「臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令」（令和３年政令第 202

号。以下「改正政令第 202 号」という。）、「臨床工学技士法施行令の一部を改正する政令」

（令和３年政令 203号。以下「改正政令第 203号」という。）、「臨床検査技師等に関する法

律施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研修」（令

和３年厚生労働省告示第 276号。以下「告示第 276 号」という。）及び「臨床工学技士法施行

令の一部を改正する政令附則第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する研修」（令和３年

厚生労働省告示第 277号。以下「告示第 277号」という。）についても、本日付けで公布され

たところである。 

これらの法律、政令、省令等により、診療放射線技師、臨床検査技師及び臨床工学技士の業

務範囲の見直し等が行われるが、その内容等については、下記のとおりであるので、貴職にお

かれては、御了知の上、貴管内の市町村（特別区を含む。）、医療機関、関係団体等に周知方

願いたい。 

 



2 

 

 

記 

 

第一 改正の内容 

１ 診療放射線技師関係について 

（１） 業務範囲の拡大について 

① 改正法により、診療放射線技師の業務に、放射性同位元素（その化合物及び放

射性同意元素又はその化合物の含有物を含む。）を人体内に挿入して行う放射線

の人体に対する照射が追加されたこと。（診療放射線技師法第２条第２項の改正） 

これに伴い、改正省令により、診療放射線技師が実施可能な放射線の人体に対

する照射又は画像診断装置を用いた検査に関連する行為として、核医学検査のた

めに静脈路に放射性医薬品を投与するための装置を接続する行為、当該放射性医

薬品を投与するために当該装置を操作する行為並びに当該放射性医薬品の投与

が終了した後に抜針及び止血を行う行為が追加されたこと。（診療放射線技師法

施行規則第 15 条の２の改正）なお、静脈路に放射性医薬品を投与するための装

置を接続するために静脈路を確保する行為についても、「静脈路に放射性医薬品

を投与するための装置を接続する行為」に含まれるものであること。 

これに基づき、診療放射線技師が、核医学検査のために静脈路に放射性医薬品

を投与するための装置を接続する行為、当該放射性医薬品を投与するために当該

装置を操作する行為並びに当該放射性医薬品の投与が終了した後に抜針及び止

血を行う行為を行う場合は、医師又は歯科医師の具体的な指示の下に行う必要が

あること。また、合併症等が生じた場合には医師又は歯科医師が適切に対応でき

る体制の下で行うなど、安全の確保を十分に図るものとすること。 

② ①に加えて、改正省令により、診療放射線技師が実施可能な放射線の人体に対

する照射又は画像診断装置を用いた検査に関連する行為として、次に掲げるもの

が追加されたこと。（診療放射線技師法施行規則第 15条の２の改正） 

ア 静脈路に造影剤注入装置を接続する際に静脈路を確保する行為 

イ 動脈路に造影剤注入装置を接続する行為（動脈路確保のためのものを除く。）

及び造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為 

ウ 下部消化管検査のために肛門に挿入したカテーテルから注入した造影剤及

び空気を吸引する行為 

エ 上部消化管検査のために鼻腔に挿入されたカテーテルから造影剤を注入す

る行為及び当該造影剤の注入が終了した後に当該カテーテルを抜去する行為 

これに基づき、診療放射線技師がア～エに掲げる行為を行う場合は、医師又は

歯科医師の具体的な指示の下に行う必要があること。また、アナフィラキシーシ

ョック等が生じた場合には医師又は歯科医師が適切に対応できる体制の下で行

うなど、安全の確保を十分に図るものとすること。 

（２） 新たに業務範囲に追加された行為に関する研修について 

改正法により、令和６年４月１日前に診療放射線技師の免許を受けた者及び同日

前に診療放射線技師国家試験に合格した者であって同日以後に診療放射線技師の
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免許を受けた者は、新たに業務範囲に追加された行為を行なおうとするときは、あ

らかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならないとされたこと。 

また、令和３年度までに診療放射線技師養成課程の履修を開始し、令和６年度の

診療放射線技師国家試験を受験する者は、診療放射線技師国家試験の受験を出願す

るにあたり、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けること。 

告示第 273号により、この厚生労働大臣が指定する研修については、公益社団法

人日本診療放射線技師会が実施する研修と定められたこと。 

当該研修の内容や時間数等については、別紙１のとおりであること。また、当該

研修の日程や受講方法等については、公益社団法人日本診療放射線技師会のホーム

ページ（http://www.jart.jp/activity/kokujikousyuu_2021.html）を参照すること。 

なお、新たに業務範囲に追加された行為を実際の患者に対して行う場合は、個々

の患者の状態等も踏まえた対応が必要となることから、各医療機関においては、新

たに業務範囲に追加された行為を診療放射線技師に行わせるに当たっては、個々の

診療放射線技師の能力や経験を踏まえ、必要な教育を行うとともに、医師による適

切な指導監督体制の下で行わせるなど、安全の確保を十分に図るものとすること。 

（３） 病院又は診療所以外の場所において業務を実施できる場合の見直しについて 

① 改正法により、診療放射線技師が病院又は診療所以外の場所において業務を行

うことができる場合として、医師又は歯科医師が診察した患者について、その医

師又は歯科医師の指示を受け、出張して超音波診断装置その他の画像による診断

を行うための装置であって厚生労働省令で定めるものを用いた検査を行うとき

が追加されたこと。（診療放射線技師法第 26条第２項の改正） 

これに伴い、改正省令により、この厚生労働省で定める装置として、超音波診

断装置が定められたこと。（診療放射線技師法施行規則第 15 条の４として新設） 

② 改正省令により、診療放射線技師が、病院又は診療所以外の場所において、医

師又は歯科医師の立ち会いなしにエックス線の照射を行うことができる場合と

して、乳がんの集団検診においてマンモグラフィー検査を行うときが追加された

こと。（診療放射線技師法施行規則第 15条の３の改正） 

これに基づき、診療放射線技師に、医師又は歯科医師の立ち会いなしにマンモ

グラフィー検査のためのエックス線の照射を行わせる場合には、医療安全上の配

慮が極めて重要であることから、以下のような取組を実施し、安全の確保を十分

に図るものとすること。 

ア 事前に責任医師の明確な指示を得ること 

イ 緊急時や必要時に医師に確認できる連絡体制の整備 

ウ 必要な機器・設備、撮影時や緊急時のマニュアルの整備 

エ 機器の日常点検等の管理体制、従事者の教育・研修体制の整備 

 

２ 臨床検査技師関係について 

（１） 業務範囲の拡大について 

① 改正政令第 202号により、臨床検査技師が実施可能な検体採取として、次に掲

げるものが追加されたこと。（臨床検査技師等に関する法律施行令第８条の２の
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改正） 

ア 医療用吸引器を用いて鼻腔、口腔又は気管カニューレから喀痰を採取する行

為 

イ 内視鏡用生検鉗子を用いて消化管の病変部位の組織の一部を採取する行為 

これに基づき、臨床検査技師がア及びイに掲げる行為を行う場合は、医師又は

歯科医師の具体的な指示の下に行う必要があること。 

② 改正省令により、臨床検査技師が実施可能な生理学的検査として、次に掲げる

ものが追加されたこと（臨床検査技師等に関する法律施行規則第１条の２の改正） 

ア 運動誘発電位検査 

イ 体性感覚誘発電位検査 

ウ 持続皮下グルコース検査 

エ 直腸肛門機能検査 

③ 改正法により、臨床検査技師の業務に、採血、検体採取又は生理学的検査に関

連する行為として厚生労働省で定めるもの（医師又は歯科医師の具体的な指示を

受けて行うものに限る。）が追加されたこと。 

これに伴い、改正省令により、この厚生労働省令で定める行為として、次に掲

げるものが定められたこと。（臨床検査技師等に関する法律施行規則第 10条の２

として新設） 

ア 採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に接続されたチューブにヘパリ

ン加生理食塩水を充填する行為 

イ 採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に点滴装置を接続する行為（電

解質輸液の点滴を実施するためのものに限る。） 

ウ 採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に血液成分採血装置を接続する

行為、当該血液成分採血装置を操作する行為並びに当該血液成分採血装置の操

作が終了した後に抜針及び止血を行う行為 

エ 超音波検査のために静脈路に造影剤注入装置を接続する行為、造影剤を投与

するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終

了した後に抜針及び止血を行う行為（静脈路に造影剤注入装置を接続するため

に静脈路を確保する行為についても、「静脈路に造影剤注入装置を接続する行

為」に含まれる。） 

これに基づき、臨床検査技師がア～エに掲げる行為を行う場合は、医師又は歯

科医師の具体的な指示の下に行う必要があること。また、臨床検査技師がエに掲

げる行為を行う場合は、アナフィラキシーショック等が生じた場合には医師又は

歯科医師が適切に対応できる体制の下で行うなど、安全の確保を十分に図るもの

とすること。 

（２） 新たに業務範囲に追加された行為に関する研修について 

改正法及び改正政令第 202号により、令和６年４月１日前に臨床検査技師の免許

を受けた者及び同日前に臨床検査技師国家試験に合格した者であって同日以後に

臨床検査技師の免許を受けた者は、新たに業務範囲に追加された行為を行なおうと

するときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならないと
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されたこと。 

また、令和３年度までに臨床検査技師養成課程の履修を開始し、令和６年度の臨

床検査技師国家試験を受験する者は、臨床検査技師国家試験の受験を出願するにあ

たり、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けること。 

告示第 274号及び告示第 276号により、この厚生労働大臣が指定する研修につい

ては、一般社団法人日本臨床衛生検査技師会が実施する研修と定められたこと。 

当該研修の内容や時間数等については、別紙２のとおりであること。また、当該

研修の日程や受講方法等については、一般社団法人日本臨床衛生検査技師会のホー

ムページ（http://www.jamt.or.jp/）を参照すること。 

なお、新たに業務範囲に追加された行為を実際の患者に対して行う場合は、個々

の患者の状態等も踏まえた対応が必要となることから、各医療機関においては、新

たに業務範囲に追加された行為を臨床検査技師に行わせるに当たっては、個々の臨

床検査技師の能力や経験を踏まえ、必要な教育を行うとともに、医師による適切な

指導監督体制の下で行わせるなど、安全の確保を十分に図るものとすること。 

 

３ 臨床工学技士関係について 

（１） 業務範囲の拡大について 

① 改正政令第 203号により、臨床工学技士が実施可能な生命維持管理装置の先端

部の身体への接続又は身体からの除去として、血液浄化装置の穿刺針その他の先

端部の表在化された動脈若しくは表在静脈への接続又は表在化された動脈若し

くは表在静脈からの除去が追加されたこと。（臨床工学技士法施行令第１条の改

正）なお、血液浄化装置の穿刺針その他の先端部を表在静脈に接続するために静

脈路を確保する行為についても、「血液浄化装置の穿刺針その他の先端部の表在

静脈への接続」に含まれるものであること。 

これに基づき、臨床工学技士が、血液浄化装置の穿刺針その他の先端部の表在

化された動脈若しくは表在静脈への接続又は表在化された動脈若しくは表在静

脈からの除去を行う場合は、医師の具体的な指示の下に行う必要があること。 

② 改正法により、臨床工学技士の業務に、生命維持管理装置を用いた治療におい

て当該治療に関連する医療用の装置の操作（当該医療用の装置の先端部の身体へ

の接続又は身体からの除去を含む。）として厚生労働省令で定めるもの（医師の

具体的な指示を受けて行うものに限る。）を行うことが追加されたこと。（臨床工

学技士法第 37 条第１項の改正） 

これに伴い、改正省令により、この厚生労働省令で定める医療用の装置の操作

として、次に掲げるものが規定されたこと。（臨床工学技士法施行規則第 31条の

２として新設） 

ア 手術室又は集中治療室で生命維持管理装置を用いて行う治療における静脈

路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続、薬剤を投与するための当該輸液

ポンプ又は当該シリンジポンプの操作並びに当該薬剤の投与が終了した後の

抜針及び止血（輸液ポンプ又はシリンジポンプを静脈路に接続するために静脈

路を確保する行為についても、「静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの



6 

 

接続」に含まれる。） 

イ 生命維持管理装置を用いて行う心臓又は血管に係るカテーテル治療におけ

る身体に電気的刺激を負荷するための装置の操作 

ウ 手術室で生命維持管理装置を用いて行う鏡視下手術における体内に挿入さ

れている内視鏡用ビデオカメラの保持及び手術野に対する視野を確保するた

めの当該内視鏡用ビデオカメラの操作 

これに基づき、臨床工学技士がア～ウに掲げる行為を行う場合は、医師の具体

的な指示の下に行う必要があること。 

（２） 新たに業務範囲に追加する行為に関する研修について 

改正法及び改正政令第 203号により、令和７年４月１日前に臨床工学技士の免許

を受けた者及び同日前に臨床工学技士国家試験に合格した者であって同日以後に

臨床工学技士の免許を受けた者は、新たに業務範囲に追加された行為を行なおうと

するときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならないと

されたこと。 

また、令和４年度までに臨床工学技士養成課程の履修を開始し、令和７年度の臨

床工学技士国家試験を受験する者は、臨床工学技士師国家試験の受験を出願するに

あたり、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けること。 

告示第 275号及び告示第 277号及びにより、この厚生労働大臣が指定する研修に

ついては、公益社団法人日本臨床工学技士会が実施する研修と定められたこと。 

当該研修の内容や時間数等については、別紙３のとおりであること。また、当該

研修の日程や受講方法等については、公益社団法人日本臨床工学技士会のホームペ

ージ（https://www.ja-ces.or.jp/kokuji-kenshu/）を参照すること。 

なお、新たに業務範囲に追加された行為を実際の患者に対して行う場合は、個々

の患者の状態等も踏まえた対応が必要となることから、各医療機関においては、新

たに業務範囲に追加された行為を臨床工学技士に行わせるに当たっては、個々の臨

床工学技士の能力や経験を踏まえ、必要な教育を行うとともに、医師による適切な

指導監督体制の下で行わせるなど、安全の確保を十分に図るものとすること。 

 

第二 施行期日 

改正法、改正政令第 202 号、改正政令第 203 号及び改正省令については、令和３年 10月

１日に施行することとされたこと。このため、診療放射線技師、臨床検査技師及び臨床工

学技士が改正後の規定に基づいて業務を実施できることとなるのは、令和３年 10 月１日

以降であること。 

告示第 273号、告示第 274号、告示第 275 号、告示第 276号及び告示第 277号について

は、公布日に施行することとされたこと。このため、診療放射線技師、臨床検査技師及び

臨床工学技士は、令和３年 10 月１日より前であっても、新たに業務範囲に追加された行

為について、厚生労働大臣の指定する研修を受けることが可能であること。 



































政
令
第
二
百
二
号

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
十
一
条
及
び
第
二
十
条
の
十
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
二
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

二

医
療
用
吸
引
器
を
用
い
て
鼻
腔
、
口
腔
又
は
気
管
カ
ニ
ュ
ー
レ
か
ら
喀
痰
を
採
取
す
る
行
為

く

う

く

う

か

く

た

ん

第
八
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

内
視
鏡
用
生
検
鉗
子
を
用
い
て
消
化
管
の
病
変
部
位
の
組
織
の
一
部
を
採
取
す
る
行
為

か

ん

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



（
令
和
六
年
四
月
一
日
前
に
臨
床
検
査
技
師
の
免
許
を
受
け
た
者
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

令
和
六
年
四
月
一
日
前
に
臨
床
検
査
技
師
の
免
許
を
受
け
た
者
及
び
同
日
前
に
臨
床
検
査
技
師
国
家
試
験
に
合
格
し
た
者

で
あ
っ
て
同
日
以
後
に
臨
床
検
査
技
師
の
免
許
を
受
け
た
も
の
は
、
診
療
の
補
助
と
し
て
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
第

八
条
の
二
第
二
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
研

修
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
前
項
に
規
定
す
る
指
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

病
院
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
を
い
う
。
）
又
は
診
療
所

（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
を
い
う
。
）
の
管
理
者
は
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
勤
務
す
る
臨
床
検
査
技
師
の
う

ち
に
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
者
が
い
る
場
合
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
者
に
対
し
、
同
項
に
規
定
す

る
研
修
の
受
講
の
機
会
を
与
え
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

５

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



- 1 -

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
二
十
六
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
検
体
採
取
）

（
検
体
採
取
）

第
八
条
の
二

法
第
十
一
条
の
検
体
採
取
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

第
八
条
の
二

法
第
十
一
条
の
検
体
採
取
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

（
略
）

一

鼻
腔
拭
い
液
、
鼻
腔
吸
引
液
、
咽
頭
拭
い
液
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

く
う

く
う

も
の
を
採
取
す
る
行
為

二

医
療
用
吸
引
器
を
用
い
て
鼻
腔
、
口
腔
又
は
気
管
カ
ニ
ュ
ー
レ
か
ら
喀

（
新
設
）

く
う

く
う

か
く

痰
を
採
取
す
る
行
為

た
ん

三

（
略
）

二

表
皮
並
び
に
体
表
及
び
口
腔
の
粘
膜
を
採
取
す
る
行
為
（
生
検
の
た
め

く
う

に
こ
れ
ら
を
採
取
す
る
行
為
を
除
く
。
）

四

（
略
）

三

皮
膚
並
び
に
体
表
及
び
口
腔
の
粘
膜
の
病
変
部
位
の
膿
を
採
取
す
る
行

く
う

の
う

為

五

（
略
）

四

鱗
屑
、
痂
皮
そ
の
他
の
体
表
の
付
着
物
を
採
取
す
る
行
為

り
ん
せ
つ

か

六

（
略
）

五

綿
棒
を
用
い
て
肛
門
か
ら
糞
便
を
採
取
す
る
行
為

こ
う

ふ
ん

七

内
視
鏡
用
生
検
鉗
子
を
用
い
て
消
化
管
の
病
変
部
位
の
組
織
の
一
部
を

（
新
設
）

か
ん

採
取
す
る
行
為



政
令
第
二
百
三
号

臨
床
工
学
技
士
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
臨
床
工
学
技
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）
第
二
条
第
二
項
及
び
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

臨
床
工
学
技
士
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
号
中
「
シ
ャ
ン
ト
」
の
下
に
「
、
表
在
化
さ
れ
た
動
脈
若
し
く
は
表
在
静
脈
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
令
和
七
年
四
月
一
日
前
に
臨
床
工
学
技
士
の
免
許
を
受
け
た
者
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

令
和
七
年
四
月
一
日
前
に
臨
床
工
学
技
士
の
免
許
を
受
け
た
者
及
び
同
日
前
に
臨
床
工
学
技
士
国
家
試
験
に
合
格
し
た
者

で
あ
っ
て
同
日
以
後
に
臨
床
工
学
技
士
の
免
許
を
受
け
た
も
の
は
、
診
療
の
補
助
と
し
て
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
第

一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
（
シ
ャ
ン
ト
へ
の
接
続
及
び
シ
ャ
ン
ト
か
ら
の
除
去
を
除
く
。
）
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、



あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
研
修
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
前
項
に
規
定
す
る
指
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

病
院
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
を
い
う
。
）
又
は
診
療
所

（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
を
い
う
。
）
の
管
理
者
は
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
勤
務
す
る
臨
床
工
学
技
士
の
う

ち
に
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
者
が
い
る
場
合
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
者
に
対
し
、
同
項
に
規
定
す

る
研
修
の
受
講
の
機
会
を
与
え
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

５

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



- 1 -

臨
床
工
学
技
士
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○

臨
床
工
学
技
士
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
二
十
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
生
命
維
持
管
理
装
置
の
身
体
へ
の
接
続
等
）

（
生
命
維
持
管
理
装
置
の
身
体
へ
の
接
続
等
）

第
一
条

臨
床
工
学
技
士
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
政

第
一
条

臨
床
工
学
技
士
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
政

令
で
定
め
る
生
命
維
持
管
理
装
置
の
先
端
部
の
身
体
へ
の
接
続
又
は
身
体
か

令
で
定
め
る
生
命
維
持
管
理
装
置
の
先
端
部
の
身
体
へ
の
接
続
又
は
身
体
か

ら
の
除
去
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ら
の
除
去
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

人
工
呼
吸
装
置
の
マ
ウ
ス
ピ
ー
ス
、
鼻
カ
ニ
ュ
ー
レ
そ
の
他
の
先
端
部

の
身
体
へ
の
接
続
又
は
身
体
か
ら
の
除
去
（
気
管
へ
の
接
続
又
は
気
管
か

ら
の
除
去
に
あ
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
接
続
用
に
形
成
さ
れ
た
気
管
の
部

分
へ
の
接
続
又
は
当
該
部
分
か
ら
の
除
去
に
限
る
。
）

二

血
液
浄
化
装
置
の
穿
刺
針
そ
の
他
の
先
端
部
の
シ
ャ
ン
ト
、
表
在
化
さ

二

血
液
浄
化
装
置
の
穿
刺
針
そ
の
他
の
先
端
部
の
シ
ャ
ン
ト
へ
の
接
続
又

せ
ん

せ
ん

れ
た
動
脈
若
し
く
は
表
在
静
脈
へ
の
接
続
又
は
シ
ャ
ン
ト
、
表
在
化
さ
れ

は
シ
ャ
ン
ト
か
ら
の
除
去

た
動
脈
若
し
く
は
表
在
静
脈
か
ら
の
除
去

三

（
略
）

三

生
命
維
持
管
理
装
置
の
導
出
電
極
の
皮
膚
へ
の
接
続
又
は
皮
膚
か
ら
の

除
去



- 1 -

○
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
九
号

良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
の
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
診
療
放
射
線
技
師

法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
九
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改

正
す
る
。



- 2 -

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
試
験
科
目
）

（
試
験
科
目
）

第
十
条

試
験
の
科
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
条

試
験
の
科
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

エ
ッ
ク
ス
線
撮
影
技
術
学

七

エ
ツ
ク
ス
線
撮
影
技
術
学

八
～
十
四

（
略
）

八
～
十
四

（
略
）

（
法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
行
為
）

（
法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
行
為
）

第
十
五
条
の
二

法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
行

第
十
五
条
の
二

法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
行

為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

静
脈
路
に
造
影
剤
注
入
装
置
を
接
続
す
る
行
為
、
造
影
剤
を
投
与
す
る

一

静
脈
路
に
造
影
剤
注
入
装
置
を
接
続
す
る
行
為
（
静
脈
路
確
保
の
た
め

た
め
に
当
該
造
影
剤
注
入
装
置
を
操
作
す
る
行
為
並
び
に
当
該
造
影
剤
の

の
も
の
を
除
く
。
）
、
造
影
剤
を
投
与
す
る
た
め
に
当
該
造
影
剤
注
入
装

投
与
が
終
了
し
た
後
に
抜
針
及
び
止
血
を
行
う
行
為

置
を
操
作
す
る
行
為
並
び
に
当
該
造
影
剤
の
投
与
が
終
了
し
た
後
に
抜
針

及
び
止
血
を
行
う
行
為

二

動
脈
路
に
造
影
剤
注
入
装
置
を
接
続
す
る
行
為
（
動
脈
路
確
保
の
た
め

（
新
設
）

の
も
の
を
除
く
。
）
及
び
造
影
剤
を
投
与
す
る
た
め
に
当
該
造
影
剤
注
入

装
置
を
操
作
す
る
行
為

三

核
医
学
検
査
の
た
め
に
静
脈
路
に
放
射
性
医
薬
品
を
投
与
す
る
た
め
の

（
新
設
）

装
置
を
接
続
す
る
行
為
、
当
該
放
射
性
医
薬
品
を
投
与
す
る
た
め
に
当
該

装
置
を
操
作
す
る
行
為
並
び
に
当
該
放
射
性
医
薬
品
の
投
与
が
終
了
し
た

後
に
抜
針
及
び
止
血
を
行
う
行
為

四

下
部
消
化
管
検
査
の
た
め
に
肛
門
に
カ
テ
ー
テ
ル
を
挿
入
す
る
行
為
、

二

下
部
消
化
管
検
査
の
た
め
に
肛
門
に
カ
テ
ー
テ
ル
を
挿
入
す
る
行
為
並

当
該
カ
テ
ー
テ
ル
か
ら
造
影
剤
及
び
空
気
を
注
入
す
る
行
為
並
び
に
当
該

び
に
当
該
カ
テ
ー
テ
ル
か
ら
造
影
剤
及
び
空
気
を
注
入
す
る
行
為

カ
テ
ー
テ
ル
か
ら
造
影
剤
及
び
空
気
を
吸
引
す
る
行
為

五

（
略
）

三

（
略
）

六

上
部
消
化
管
検
査
の
た
め
に
鼻
腔
に
挿
入
さ
れ
た
カ
テ
ー
テ
ル
か
ら
造

（
新
設
）

影
剤
を
注
入
す
る
行
為
及
び
当
該
造
影
剤
の
注
入
が
終
了
し
た
後
に
当
該

カ
テ
ー
テ
ル
を
抜
去
す
る
行
為
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（
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
検
査
）

（
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
検
査
）

第
十
五
条
の
三

法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
十
五
条
の
三

法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

検
査
は
、
胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
断
層
撮
影
装
置
を
用
い

検
査
は
、
胸
部
エ
ツ
ク
ス
線
検
査
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
断
層
撮
影
装
置
を
用
い

た
も
の
を
除
く
。
）
及
び
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
検
査
と
す
る
。

た
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
装
置
）

第
十
五
条
の
四

法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

（
新
設
）

装
置
は
、
超
音
波
診
断
装
置
と
す
る
。
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（
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表

の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
二
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
生
理
学
的
検
査
）

（
法
第
二
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
生
理
学
的
検
査
）

第
一
条
の
二

法
第
二
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
生
理
学
的
検
査
は
、
次

第
一
条
の
二

法
第
二
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
生
理
学
的
検
査
は
、
次

に
掲
げ
る
検
査
と
す
る
。

に
掲
げ
る
検
査
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

運
動
誘
発
電
位
検
査

（
新
設
）

六

体
性
感
覚
誘
発
電
位
検
査

（
新
設
）

七
～
十
二

（
略
）

五
～
十

（
略
）

十
三

持
続
皮
下
グ
ル
コ
ー
ス
検
査

（
新
設
）

十
四
～
二
十
一

（
略
）

十
一
～
十
八

（
略
）

二
十
二

直
腸
肛
門
機
能
検
査

（
新
設
）

（
法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
行
為
）

第
十
条
の
二

法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

（
新
設
）

行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
採
血
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
採
血
」
と

い
う
。
）
を
行
う
際
に
静
脈
路
を
確
保
し
、
当
該
静
脈
路
に
接
続
さ
れ
た

チ
ュ
ー
ブ
に
ヘ
パ
リ
ン
加
生
理
食
塩
水
を
充
填
す
る
行
為

二

採
血
を
行
う
際
に
静
脈
路
を
確
保
し
、
当
該
静
脈
路
に
点
滴
装
置
を
接

続
す
る
行
為
（
電
解
質
輸
液
の
点
滴
を
実
施
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。

）
三

採
血
を
行
う
際
に
静
脈
路
を
確
保
し
、
当
該
静
脈
路
に
血
液
成
分
採
血

装
置
を
接
続
す
る
行
為
、
当
該
血
液
成
分
採
血
装
置
を
操
作
す
る
行
為
並

び
に
当
該
血
液
成
分
採
血
装
置
の
操
作
が
終
了
し
た
後
に
抜
針
及
び
止
血

を
行
う
行
為

四

超
音
波
検
査
の
た
め
に
静
脈
路
に
造
影
剤
注
入
装
置
を
接
続
す
る
行
為

、
造
影
剤
を
投
与
す
る
た
め
に
当
該
造
影
剤
注
入
装
置
を
操
作
す
る
行
為

並
び
に
当
該
造
影
剤
の
投
与
が
終
了
し
た
後
に
抜
針
及
び
止
血
を
行
う
行



- 6 -

為
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（
臨
床
工
学
技
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

臨
床
工
学
技
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
四
章

業
務
（
第
三
十
一
条
の
二
・
第
三
十
二
条
）

第
四
章

業
務
（
第
三
十
二
条
）

附
則

附
則

第
四
章

業
務

第
四
章

業
務

（
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
用
の
装
置
の
操

作
）

第
三
十
一
条
の
二

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療

（
新
設
）

用
の
装
置
の
操
作
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

手
術
室
又
は
集
中
治
療
室
で
生
命
維
持
管
理
装
置
を
用
い
て
行
う
治
療

に
お
け
る
静
脈
路
へ
の
輸
液
ポ
ン
プ
又
は
シ
リ
ン
ジ
ポ
ン
プ
の
接
続
、
薬

剤
を
投
与
す
る
た
め
の
当
該
輸
液
ポ
ン
プ
又
は
当
該
シ
リ
ン
ジ
ポ
ン
プ
の

操
作
並
び
に
当
該
薬
剤
の
投
与
が
終
了
し
た
後
の
抜
針
及
び
止
血

二

生
命
維
持
管
理
装
置
を
用
い
て
行
う
心
臓
又
は
血
管
に
係
る
カ
テ
ー
テ

ル
治
療
に
お
け
る
身
体
に
電
気
的
刺
激
を
負
荷
す
る
た
め
の
装
置
の
操
作

三

手
術
室
で
生
命
維
持
管
理
装
置
を
用
い
て
行
う
鏡
視
下
手
術
に
お
け
る

体
内
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
内
視
鏡
用
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
の
保
持
及
び
手
術
野

に
対
す
る
視
野
を
確
保
す
る
た
め
の
当
該
内
視
鏡
用
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
の
操

作
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附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
七
十
三
号

良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
の
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
九
号
）
附
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に

提
供
す
る
体
制
の
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
研
修
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
九
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
の
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
附
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
研
修

良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
の
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
附
則
第
十
三
条
第
一
項
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
研
修
は
、
同
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
診

療
放
射
線
技
師
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
放
射
線
の
人
体
に
対
す
る

照
射
（
放
射
性
同
位
元
素
（
そ
の
化
合
物
及
び
放
射
性
同
位
元
素
又
は
そ
の
化
合
物
の
含
有
物
を
含
む
。
）
を
人
体
内

に
挿
入
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す
る
た
め
の
研
修
で
あ
っ
て
、
公
益
社
団
法
人

日
本
診
療
放
射
線
技
師
会
が
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。



○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
七
十
四
号

良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
の
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
九
号
）
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に

提
供
す
る
体
制
の
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
研
修
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
九
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
の
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
研
修

良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
の
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
附
則
第
十
四
条
第
一
項
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
研
修
は
、
同
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
臨

床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
二
十
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
行
為
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す
る
た
め
の
研
修
で
あ
っ
て
、
一
般
社
団
法
人
日
本
臨

床
衛
生
検
査
技
師
会
が
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。



○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
七
十
五
号

良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
の
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
九
号
）
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に

提
供
す
る
体
制
の
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
研
修
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
九
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
の
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
研
修

良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
の
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
附
則
第
十
五
条
第
一
項
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
研
修
は
、
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

臨
床
工
学
技
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
用
の
装
置
の
操
作
と
し

て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す
る
た
め
の
研
修
で
あ
っ
て
、
公
益
社
団
法
人
日

本
臨
床
工
学
技
士
会
が
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。



○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
七
十
六
号

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
三
年
政
令
第
二
百
二
号
）
附
則
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
附
則
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
研
修
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
九
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
附
則
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働

大
臣
が
指
定
す
る
研
修

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
附
則
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣

が
指
定
す
る
研
修
は
、
同
令
に
よ
る
改
正
後
の
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二

百
二
十
六
号
）
第
八
条
の
二
第
二
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
行
為
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す
る
た
め
の
研
修

で
あ
っ
て
、
一
般
社
団
法
人
日
本
臨
床
衛
生
検
査
技
師
会
が
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。



○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
七
十
七
号

臨
床
工
学
技
士
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
三
年
政
令
第
二
百
三
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
臨
床
工
学
技
士
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
附
則
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る

研
修
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
九
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

臨
床
工
学
技
士
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
附
則
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す

る
研
修

臨
床
工
学
技
士
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
附
則
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
研

修
は
、
同
令
に
よ
る
改
正
後
の
臨
床
工
学
技
士
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
二
十
一
号
）
第
一
条
第
二
号
に
掲

げ
る
行
為
（
シ
ャ
ン
ト
へ
の
接
続
及
び
シ
ャ
ン
ト
か
ら
の
除
去
を
除
く
。
）
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す
る
た

め
の
研
修
で
あ
っ
て
、
公
益
社
団
法
人
日
本
臨
床
工
学
技
士
会
が
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
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